
QKR-707-02① 特定施設入居者生活介護（入居金なし）

別添３「料金表」

１）基本利用料（介護保険適用外）

＊食費(朝・昼)は軽減税率が適用されます。 (税込）

※1 （税込）

（税込）

（税込）

（税込）

(朝・昼・夕の内、いずれかを摂取した場合には請求となります)

２）介護保険自己負担分の料金（1月につき＝30日換算）

地域単価 円

日割 １カ月分全額

前払い 日割 １カ月分全額

１カ月分全額

前払い 日割 １カ月分全額

家賃［タイプ③］

家賃［タイプ④］

家賃［タイプ⑤］

入院・外泊時

日割 ※2

要介護2 182,700円 18,270円 36,540円 54,810円

要介護3 203,700円 20,370円 40,740円 61,110円

要介護4 223,200円 22,320円 44,640円 66,960円

要介護5 243,900円 24,390円 48,780円 73,170円

要介護1 162,600円 16,260円 32,520円 48,780円

要支援2

要支援1 5,490円 10,980円 16,470円

93,900円 9,390円 18,780円 28,170円

62,615円

・1ヶ月29日の場合⇒ 64,851円

・1ヶ月30日の場合⇒ 67,081円

・1ヶ月31日の場合⇒

54,900円

2,235円

※１　消費税率の計算上、税込みでの個別内訳単価の表示と総額表示・集計額では端数の差異が生じます。

2024年介護報酬単位数より

1月につき 1月につき

10.00

1月につき1月につき

3割負担

713円

日額

2割負担

　　①基本サービス費（特定施設入居者生活介護費・介護予防特定施設入居者生活介護費）

要介護度
介護給付費の目安 1割負担

※2　外泊、入院等で不在の場合、4日前までに申し出た場合に限り、不在日数に応じて食費を請求しない。

69,323円

月途中で入・退居

食費
前払い

日額 2,235円

項目

・1ヶ月28日の場合⇒

夜

昼

朝

合　計※１

支払方法

808円

713円

１カ月分全額

日割

項目 支払方法 入院・外泊時月額 月途中で入・退居

51,000円

52,000円

１カ月分全額

１カ月分全額

日割

日割

48,790円

※自立のみ　60,000円

前払い

前払い

前払い

前払い １カ月分全額

前払い 日割 １カ月分全額

前払い

※管理費

共益費

家賃［タイプ②］

家賃［タイプ①］

税込

非課税 日割

53,000円

54,000円

56,000円

57,000円

58,000円

前払い 日割

家賃［タイプ⑥］

家賃［タイプ⑦］

◇日割計算の方法：年額から１年を３６５日として日割計算します（１円未満の端数は四捨五入）。
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QKR-707-02① 特定施設入居者生活介護（入居金なし）

　②加算等

事業所が加算等適用となる場合に料金が発生します。（１月につき＝３０日換算）

生産性向上推進体制加算Ⅰ　※16 - 1,000円 - 100円 - 200円

看取り介護加算Ⅰ（１）※20
死亡日以前31日以上45日以下
看取り介護加算Ⅰ（２）※20
死亡日以前4日以上30日以下

80円

40円

-

-

-

6,800円

-

-

- 100円 - 10円 -生産性向上推進体制加算Ⅱ　※17

口腔・栄養スクリーニング加算　※18 - 20円

- 300円

新興感染症等施設療養費　※15 2,400円 - 240円 - 480円 - 720円 -

看取り介護加算Ⅱ（４）※21
死亡日

30円

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ　※14 - 50円 - 5円 - 10円 - 15円

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ　※14 - 100円 - 10円 -

--- 120円80円40円400円
協力医療機関連携加算②　※12

退居時情報提供加算　※13 2,500円 - 250円 - 500円 - 750円 -

20円 -

540円 27円 810円

(相談・診療を行う体制を常時確保している協力
医療機関と連携している場合)

300円-200円-100円-1,000円-

7,200円若年性認知症入居者受入加算　※11

(上記以外の協力医療機関と連携している場合)

-

- 90円

5,340円 -

-

66円 1,980円

-

- 30円

- 60円 -

3割負担

108円 3,240円

90円 2,700円

20円

- 180円

1,620円54円

- 60円

- 300円

1日につき 1月につき

120円

360円 10,800円

-

12,800円 - 1,280円 - 2,560円 - 3,840円 -

2,040円

-

288円 - 432円 -

216円

-

200円

400円

1,440円 -

科学的介護推進体制加算　※19

11,800円

看取り介護加算Ⅱ（２）※21
死亡日以前4日以上30日以下

17,800円 - 1,780円

看取り介護加算Ⅰ（４）※20
死亡日
看取り介護加算Ⅱ（１）※21
死亡日以前31日以上45日以下

-

看取り介護加算Ⅰ（３）※20
死亡日以前2日又は3日

720円

- 40円-

1,360円

144円

144円 -

72円 -

680円 -

ADL維持加算Ⅱ　※9 - 600円 - 60円 - 120円

180円 5,400円 18円 540円 36円 1,080円夜間看護体制加算Ⅰ　※10

個別機能訓練加算Ⅰ　※6 120円 3,600円 12円 360円 24円 720円 36円 1,080円

個別機能訓練加算Ⅱ　※7 - 200円 - 20円 - 40円

ADL維持加算Ⅰ　※8 - 300円 - 30円 - 60円

協力医療機関連携加算①　※12

120円 3,600円 240円1,200円 36,000円

夜間看護体制加算Ⅱ　※10 90円 2,700円 9円 270円 18円

生活機能向上連携加算Ⅱ　※5 - 2,000円 - 200円 - 400円 - 600円

生活機能向上連携加算Ⅰ　※4 - 1,000円 - 100円 - 200円

44円 1,320円入居継続支援加算Ⅱ　※3 220円 6,600円 22円 660円

2,160円入居継続支援加算Ⅰ　※2 360円 10,800円 36円 1,080円 72円

1月につき 1日につき 1月につき

900円30円 60円 1,800円

項目

退院・退所時連携加算　※1

1割負担 2割負担

1日につき 1月につき 1日につき

介護給付費の目安

300円 9,000円

1,716円 -

6,440円 - 644円 - 1,288円 - 1,932円 -

- 572円 - 1,144円 -5,720円

- 2,360円

- 3,560円

3,540円- 1,180円 -
看取り介護加算Ⅱ（３）※21
死亡日以前2日又は3日
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QKR-707-02① 特定施設入居者生活介護（入居金なし）

※2024年4月~2024年5月まで

にサービス別加算率8.2%を乗じた単位数に単位数単価 （地域区分）を

■ にサービス別加算率1.8%を乗じた単位数に単位数単価 （地域区分）を

□ にサービス別加算率1.2%を乗じた単位数に単位数単価 （地域区分）を

にサービス別加算率1.5%を乗じた単位数に単位数単価 （地域区分）を

※2024年６月以降（以下のいずれかひとつ）

□ にサービス別加算率12.8%を乗じた単位数に単位数単価 （地域区分）を

■ にサービス別加算率12.2%を乗じた単位数に単位数単価 （地域区分）を

□ にサービス別加算率11.0%を乗じた単位数に単位数単価 （地域区分）を

□ にサービス別加算率8.8%を乗じた単位数に単位数単価 （地域区分）を

乗じた金額（全ての利用者が対象になります。）

基本サービス費<（介護予防）特定施設入居者生活介護費>に各種加算減算を加えた総単位数

10.00円

介護職員処遇改善加算Ⅰ
※28

基本サービス費<（介護予防）特定施設入居者生活介護費>に各種加算減算を加えた総単位数

10.00円

＜以下減算について＞

◆ 事業所が身体拘束廃止のための措置を講じていない場合に、基本報酬の1％減算になります。

◆ 事業所が虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じていない場合に、基本報酬の1％減算になります。

-148円身体拘束廃止未実施減算（要介護4）※27

5,400円

介護職員等特定処遇
改善加算Ⅰ
※29

介護職員等特定処遇
改善加算Ⅱ
※29

介護職員等処遇改善加算Ⅰ
※29

介護職員等処遇改善加算Ⅱ
※29

介護職員等処遇改善加算Ⅲ
※29

介護職員等処遇改善加算Ⅳ
※29

10.00円

乗じた金額（全ての利用者が対象になります。）

乗じた金額（全ての利用者が対象になります。）

10.00円

◆ 事業所が感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できるようにするための、業務継続計画が未策定の場合は

　  基本報酬の1%減算になります。

身体拘束廃止未実施減算（要介護5）※27

身体拘束廃止未実施減算（要支援2）※27

-6,030円身体拘束廃止未実施減算（要介護3）※27

サービス提供体制強化加算Ⅱ　※25

サービス提供体制強化加算Ⅰ　※24

認知症専門ケア加算Ⅱ　※23

180円

270円

-134円 -4,020円 -201円

身体拘束廃止未実施減算（要介護2）※27

-24,300円 -81円

-6,660円

-810円

乗じた金額（全ての利用者が対象になります。）

180円

10.00円

介護職員等ベースアップ等支援加算
※30

基本サービス費＜(介護予防)特定施設入居者生活介護費＞に各種加算減算を加えた総単位数

乗じた金額（全ての利用者が対象になります。）

基本サービス費<（介護予防）特定施設入居者生活介護費>に各種加算減算を加えた総単位数

乗じた金額（全ての利用者が対象になります。）

基本サービス費<（介護予防）特定施設入居者生活介護費>に各種加算減算を加えた総単位数

10.00円

乗じた金額（全ての利用者が対象になります。）

基本サービス費<（介護予防）特定施設入居者生活介護費>に各種加算減算を加えた総単位数

10.00円

乗じた金額（全ての利用者が対象になります。）

基本サービス費<（介護予防）特定施設入居者生活介護費>に各種加算減算を加えた総単位数

10.00円

身体拘束廃止未実施減算（要支援1）※27

1,620円

240円 12円 360円

220円 6,600円 22円 660円 44円

40円

18円

1,320円

1,200円 4円

360円

-540円 -36円

540円 36円

120円

66円

8円

9円

基本サービス費<（介護予防）特定施設入居者生活介護費>に各種加算減算を加えた総単位数

-2,430円 -162円 -4,860円 -243円 -7,290円

-4,440円 -222円

-60円 -1,800円 -120円 -3,600円 -5,400円

-740円 -22,200円 -74円 -2,220円

-600円 -18,000円

-670円 -20,100円

-180円

-67円 -2,010円

-16,200円 -54円 -1,620円身体拘束廃止未実施減算（要介護1）※27

-9,300円 -31円 -930円 -62円 -1,860円 -93円 -2,790円

-108円 -3,240円 -162円-540円 -4,860円

60円 1,800円 6円 180円 12円

1,980円

認知症専門ケア加算Ⅰ　※22 30円 900円 3円 90円 6円

-310円

サービス提供体制強化加算Ⅲ　※26

-180円 -5,400円 -18円

18円 540円

-1,620円-1,080円 -54円

1,080円 54円
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QKR-707-02① 特定施設入居者生活介護（入居金なし）

※１

※２

※３

※４

※５

※６

※７

※８

※９

※10

※11

※12

※13

※14

※15

※16

※17

※18

※19

※20

※21

※22

※23

※24

※25

初月のＡＤＬ値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値（調整済ＡＤＬ利得）について、利用者等から

調整済ＡＤＬ利得の上位及び下位それぞれ１割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等

入居者が厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、

助言を行うこととします。

対象です。

常勤の看護責任者を定め、２４時間連絡体制にある等の算定要件を満たしている事業所が対象です。

医療提供施設を退院・退所して入居される利用者を受け入れた場合に算定します。（要介護者対象）

介護福祉士の数が、利用者の数が６又は端数を増すごとに１以上、たん吸引等を必要とする者の占める割合が

月ごとに厚生労働省に提出している。

③利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除し、

に当たって適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している事業所が対象です。

①利用者(評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が１０人以上である。

②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場合は

サービスの利用があった最終月）において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定した日が属する

介護福祉士の数が、利用者の数が６又は端数を増すごとに１以上、たん吸引等を必要とする者の占める割合が

(Ⅰ）に加え訪問・通所リハビリテーションまたはリハビリテーションを実施してる医療提供施設の理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士が事業所に訪問し、職員と協同で計画書を作成しサービスを提供している事業所が

かつ、感染した入居者等に対し、適切な感染対策を行った場合に算定します。算定は、1月に1回、連続する5日を

当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供している事業所が対象です。

認知症介護実践リーダー研修修了者の配置等の要件を満たした上で専門的な認知症ケアを実施している事業所

限度とします。

上記※6の要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された上で、見守り機器等の

①入所者・利用者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の

基本的な情報厚生労働省に提出している。②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、

上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している事業所が対象です。

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行い、

看取りに関する協議等の場の参加者として、生活相談員を明記している事業所が対象です。

見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、

一定期間ごとに業務改善の取組による効果を示すデータ提供を行った場合に算定します。

が対象です。

（Ⅰ）の算定要件に加え、認知症介護指導者養成研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの

指導等を実施し、介護・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成研修を実施していること。

の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が１以上である事業所が対象です。

若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めている事業所が対象です。

（Ⅰ）①②の要件を満たし、評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が２以上である事業所が

対象です。

看護師等が記録する日々の入居者の健康状況や入居者の現病歴を、定期的に開催する会議等で協力医療機関

テクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担の取組等を行った場合に算定します。

事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、

利用者の１５％以上である場合に算定します。（要介護者対象）

利用者の５％以上１５％未満である場合に算定します。（要介護者対象）

理学療法士等や医師からの助言（アセスメント・カンファレンス）を受けることが出来る体制を構築し、助言を受け、

機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等している事業所が対象です。

理学療法士等や医師は、サービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、

介護福祉士が７０%以上配置されている等の要件を満たしている事業所が対象です。

介護福祉士が６０%以上配置されている等の要件を満たしている事業所が対象です。

機能訓練指導員等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に訓練を実施している場合に加算されます。

（Ⅰ）の算定要件に加え、看取り期において夜勤、または宿直により看護職員を配置している事業所が対象です。

（Ⅰ）を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施

(要介護者対象）

に情報提供している場合に算定します。

入居者が医療機関に入院(退居)した場合に、医療機関に対して入居者等を紹介する際、入居者の心身の状況や

生活歴等を示す情報を提供した場合に算定します(入居者1名につき1回限りの算定)。

施設内で感染者が発生した場合、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で感染者の療養を行うことや、他の

入居者等への感染拡大の防止を行った場合に算定します。
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QKR-707-02① 特定施設入居者生活介護（入居金なし）

※26

※27

※28

※29

※30

・当施設の介護費は、１単位＝ 円 です。

・法定代理受領分の目安は、介護給付費から法定代理受領相当分を差し引いた額です。

・利用者負担額は、「介護保険負担割合証」に記された負担割合に応じた金額をお支払いただきます。

・消費税は非課税です。

３）その他実費負担料金

①携帯電話料金

②医療費

③個人的に外部サ－ビスを利用した場合の料金

④個人的な生活用品

⑤アクティビティにかかる費用

⑥理美容代

⑦おむつ代（以下参照）

⑧来訪者に提供される食事サービス

朝食500円・昼食500円・夕食700円（税込）

※治療用食等の料金は「管理規程（別紙Ⅲ　食事サービス）」記載のとおり。

　 ⑨その他「重要事項説明書（別添2　サービスの一覧表）」記載の料金

おむつ料金一覧

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

1,544 20

843 44

969 20

尿取りパット

・介護給付費の目安は、（介護費の単位）×（単位の単価）×（利用日数）で求め、小数点以下切り捨てです。

介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得している事業所で介護職員の処遇改善に取り組んでいるとして

届出を行っている事業所が対象です。

22

24

1,963 22

945 48

1,163 42

1,307 45

2,200 39

974 24

リハビリパンツ

ＧライフリーリハビリパンツレギュラーＳ

Ｇライフリー横モレ安心テープ止めＳ

Ｇライフリーのびーるフィットテープ止めＳ-Ｍ

33

1,544 24

身体拘束等の適正化を図るため、必要な措置を講じていない事業所が対象です。

介護職員の処遇改善に取り組んでいるとして届出を行っている事業所が対象です。

介護職員及び他の職員の処遇改善に取り組んでいるとして届出を行っている事業所が対象です。

ＧライフリーリハビリパンツレギュラーＭ

ＧライフリーリハビリパンツレギュラーＬ

テープ止式パンツ

1,757

2,178

Ｇライフリー横モレ安心テープ止めＬＬ

1,544

ライフリーさわやかパッド多い時でも安心用

Ｇライフリー一晩中安心さらさらパッドエクストラ

品名 価格（税込） 1袋入数

介護福祉士が５０%以上配置されている等の要件を満たしている事業所が対象です。

10.00

Ｇライフリー長時間安心さらさらパッド

Ｇライフリー一晩中Skinconditionスーパー

Ｇライフリー簡単装着パッドレギュラー

Ｇライフリー尿とりパッドレギュラー男女共有

Ｇライフリー外漏れ安心さらさらパッド

2,375

ライフリーズレずに安心紙パンツ用尿とりパッド夜用

22

1,574 15

Ｇライフリーのびーるフィットテープ止めＬ
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